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学校再開にあたってのお願い 

 

 万緑の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。また、

日頃より本校の教育活動につきまして、温かいご理解とご協力をいただき、心より感謝申し上げま

す。さらに、この度の新型コロナウイルス感染症拡大防止のための臨時休校等の対応についても、

多大なるご心配とご協力をいただきましたことに深く感謝いたします。 

 さて、本市では、国や県からの要請や通知を踏まえ、可能な限り３つの『密』を避け、感染予防

対策を行いながら５月２５日（月）より一斉登校による学校再開を行うことになりました。本校に

おきましても、学校再開にあたり、政府の専門家会議が提唱する『新しい生活様式』等を踏まえな

がら、徹底した感染防止対策を講じ、子供たちの安全確保・健康保持を第一に考えて教育活動を進

めてまいりたいと考えております。 

つきましては、２５日からの登校にあたりまして、下記の点についてご理解とご協力をいただき

ますようお願い申し上げます。 

記 

 １ 学校の再開について  

（１）５月２５日（月）、２６日（火）は、全学年、登校班での通常登校となります。 

なお、給食なしの午前授業で１１：４５完全下校となります。 

（２）５月２７日（水）より、全学年で給食がスタートします。 

なお、下校時刻は学年毎に違いますので、学年や学級のおたよりでご確認ください。 

 ２ ご家庭での健康管理について  

（１）登校前の検温と健康観察を徹底してください。併せて、『げんき点検カード』へ記入の上、 

   担任へ提出をお願いします。忘れた場合は、学校で検温・健康観察をさせていただきます。 

（２）発熱・咳、のどの痛み、倦怠感等がある場合は、お休みしてください。このような症状の

場合は、「欠席」ではなく「出席停止」となりますので、症状を学校にお知らせください。 

（３）マスクのご準備と着用をお願いします。 

（４）学習中、体調不良が確認された場合は、直ちに保護者に連絡をして医療機関等を受診して

いただくことになります。感染防止のため、当面の間、保健室での静養は行えませんので、

お仕事中でも連絡が取れるようにご協力をお願いします。 

（５）下校後は、必ず手を洗うようにお子様に話をしてください。学校でも、こまめな手洗いを

指導していきますので、タオルやハンカチを必ず持たせてください。 

（６）帰宅後や休日には、不要な外出をせず混み合う場所への出入りを避けてください。 

（７）児童自身が感染拡大地域へ出かけた場合は、これまで同様に２週間の「出席停止」となり

ます。なお、ご家族が感染拡大地域に出張等で出かけた場合や感染拡大地域から来県した

方と一緒に食事等をしても、「出席停止」とはなりませんので、ご安心ください。 

（８）児童本人や同居している家族に①感染が判明した、②感染者の濃厚接触者にあたると特定

された、③ＰＣＲ検査の受検対象者と判断された、いずれの場合も保健所の助言に従って

一定の期間、自宅待機（「出席停止」）となりますので、すみやかに学校にご報告下さい。 



３ 学校生活について  

（１）別紙「学校再開にあたっての児童への指導事項」のとおり、『新しい学校生活様式』を子

ども達と確認し、感染防止に取り組みながら「いのちの教育」を推進していきます。 

（２）教室では、できるだけ机の間隔をあけて、隣の人との距離を保ちながら学習します。 

（３）自然に換気ができるように、教室の窓と廊下側の高窓を少し開けておきます。また、授業

が終わるごとに換気を行います。 

（４）アルコール消毒剤や弱酸性次亜塩素酸水で机や配膳台、ドア等を拭いて除菌を徹底します。 

（５）給食はグループを作らず、机を離して、密接しないように前を向いて食べます。 

（６）休み時間は、できるだけ外で遊ぶように指導します。体育館や展示ホール、図書室などの 

室内で密集・密接しないように、使用学年の割り当てをします。 

 （７）音楽の授業では、合唱や鍵盤ハーモニカ・リコーダーの演奏は、当面の間できるだけ控え 

ます。また、調理実習等の会食を伴う活動は当面の間行いません。 

 （８）体育の授業は、指導計画を工夫し、種目を考えて実施します。（密接・触れ合う競技は当

面の間控えます。）※水泳の実施については、現在、教育委員会で検討中です。 

４ 教育課程および学校行事等について  

 （１）昨年度の学習内容でまだ学習していないものについては、学校再開後の授業の中で取扱い、

必ず学習するようにしていきます。 

 （２）今年度分についても、臨時休校となっていた期間が長くなっておりますので、下記の対応

を行い、授業時数の確保と各学年で予定されている学習内容の授業をすすめていきます。 

   ①１学期の終了を８月７日（金）、２学期のスタートを８月２０日（木）とします。（夏休み

は、８月８日（土）～１９日（水）までの１２日間です。） 

   ②１学期に予定していた学校行事は、６年生の修学旅行（延期）以外はすべて中止とします。

２学期以降の学校行事についても、これからの状況を見ながら夏休み前までに判断し、お

知らせします。なお、市小学校音楽会（４年生参加）、地区理科研究発表会、市児童生徒

理科作品展は、今年度の開催は中止するとの連絡が入っています。 

   ③６年生の修学旅行については、現在、１１月１８日（水）・１９日（木）に延期し、旅行

先の変更も視野に入れながら、安全に実施できるように検討・再計画をしています。 

   ④各学年で実施する校外学習等は、感染予防対策を十分に行い、安全に実施できるように計

画していきます。詳細については、各学年からの連絡をお待ちください。 

 （３）今年度の学習内容は、詰めこみ授業や未履修（学習しなかった）とならないように、学校

や子ども達の実態に合わせて授業を工夫したり、複数年かけて学習したりすることもでき

ると文部科学省より通知されております。本校でも、子ども達一人一人に、着実に学力を

つけていけるように、教育課程を再編成して取り組んでいきますのでご安心ください。 

５ その他  

（１）学校再開後も、感染予防に具体的かつこまめに対策を実施してまいりますので、「誰でも

感染する可能性がある」ということを再認識し、感染予防にご理解とご協力をお願いします。 

（２）今後も、本校関係者（児童及び教職員等）の感染が判明した場合や県内での新たな感染者

の発生、山形県や天童市の新型コロナウイルス感染症にかかる危機対策本部会議の動向等も

踏まえて、再び臨時休校に入る場合があることもご了解ください。 

（３）急な状況の変化や対応の変更等があった場合は、直ちに「連絡メール」や「ホームページ」

等でお知らせします。ご不明な点がありましたら、 

  教頭（佐藤）までお問い合わせください。 

【問合せ先】 

天童市立天童北部小学校 

教頭 佐藤 美和子 
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